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○
環
境
省
令
第
三
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
十
二
号
）
の
施
行
に

伴
い
、
並
び
に
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
一
日

環
境
大
臣

石
原

伸
晃

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号
。
以
下
「
規
則
」
と

い
う
。
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
第
四
項
中
「
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し

た
も
の
に
つ
い
て
、
当
該
処
理
し
た
も
の
」
を
「
当
該
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
」
に
、
「
場
合
は
当
該
処
理
し
た
も

の
」
を
「
場
合
は
当
該
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
か
ら
二
四
の
項
ま
で
」
を
「
か
ら
二
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五
の
項
ま
で
」
に
改
め
、
「
、
令
第
二
条
の
四
第
五
号
ニ
の
指
定
下
水
汚
泥
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
に
つ
い
て

」
を
削
り
、
「
別
表
第
一
の
各
項
」
を
「
別
表
第
一
の
一
の
項
か
ら
二
五
の
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
、
令
第

二
条
の
四
第
五
号
ホ
の
鉱
さ
い
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
に
つ
い
て
」
を
削
り
、
同
条
第
八
項
中
「
、
ば
い
じ
ん

（
国
内
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
令
別
表
第
三
の
二
の
項
に
掲
げ
る
施
設
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
に
限
る
。
）

に
つ
い
て
」
を
削
り
、
「
一
の
項
」
の
下
に
「
及
び
二
四
の
項
」
を
加
え
、
「
対
応
す
る
同
項
」
を
「
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項

」
に
改
め
、
「
、
ば
い
じ
ん
（
国
内
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
令
別
表
第
三
の
二
の
項
に
掲
げ
る
施
設
に
お
い

て
生
じ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
に
つ
い
て
」
を
削
り
、
同
条
第
九
項
中
「
、
ば
い
じ
ん
（

国
内
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
令
別
表
第
三
の
三
の
項
又
は
四
の
項
に
掲
げ
る
施
設
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
に

限
る
。
）
又
は
燃
え
殻
（
国
内
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
同
表
の
四
の
項
に
掲
げ
る
施
設
に
お
い
て
生
じ
た
も

の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
」
を
削
り
、
「
二
の
項
」
の
下
に
「
、
三
の
項
、
五
の
項
、
六
の
項
、
二
三
の
項
及
び
二
五
の
項

」
を
加
え
、
「
に
対
応
す
る
同
項
」
を
「
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
」
に
改
め
、
「
、
ば
い
じ
ん
（
国
内
に
お
い
て
生
じ

た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
令
別
表
第
三
の
三
の
項
又
は
四
の
項
に
掲
げ
る
施
設
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
に
限
る
。
）
又
は
燃
え

殻
（
国
内
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
同
表
の
四
の
項
に
掲
げ
る
施
設
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
処
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分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
に
つ
い
て
」
を
削
り
、
同
条
第
十
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
十
五
項
中
「
第

二
条
の
四
第
五
号
カ
の
」
を
「
第
二
条
の
四
第
五
号
リ
の
廃
油
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
に
係
る
」
に
改
め
、
「

、
廃
油
（
廃
溶
剤
（
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
に
限
る
。
）
に
限
り
、
国
内
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
令
別
表
第

三
の
一
五
の
項
に
掲
げ
る
施
設
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
に
つ
い
て
」
を
削

り
、
「
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
に
限
る
。
）
で
は
な
い
」
を
「
別
表
第
一
の
九
の
項
か
ら
一
八
の
項
ま
で
、
二
二
の
項
及
び

二
四
の
項
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
は
な
い
」
に
改
め
、
「
含
ま
れ
る
別
表
第
一
の
九
の
項
」
の
下
に
「
か

ら
一
八
の
項
ま
で
、
二
二
の
項
及
び
二
四
の
項
」
を
加
え
、
「
に
対
応
す
る
同
項
」
を
「
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
」
に

改
め
、
「
別
表
第
六
の
九
の
項
」
の
下
に
「
か
ら
一
八
の
項
ま
で
、
二
二
の
項
及
び
二
四
の
項
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第

十
項
と
し
、
同
条
第
十
六
項
か
ら
第
二
十
五
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
二
十
六
項
中
「
第
二
条
の
四
第
五
号
ヰ
」
を
「
第
二

条
の
四
第
五
号
ヌ
」
に
改
め
、
「
、
汚
泥
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
（
国
内
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
令
別
表

第
三
の
二
六
の
項
に
掲
げ
る
工
場
又
は
事
業
場
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
」
を
削
り
、
「
一
の
項
」
の
下

に
「
か
ら
二
五
の
項
ま
で
」
を
加
え
、
「
物
質
に
対
応
す
る
同
項
」
を
「
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
」
に
、
「
ご
と

に
対
応
す
る
同
項
」
を
「
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
」
に
改
め
、
「
、
汚
泥
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
（
国
内
に
お
い
て
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生
じ
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
令
別
表
第
三
の
二
六
の
項
に
掲
げ
る
工
場
又
は
事
業
場
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
に
限
る
。
）
を

処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
に
つ
い
て
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
中
第
二
十
七
項
か
ら
第
四
十

九
項
ま
で
を
削
り
、
第
五
十
項
を
第
十
二
項
と
し
、
第
五
十
一
項
を
第
十
三
項
と
し
、
第
五
十
二
項
を
第
十
四
項
と
し
、
第

五
十
三
項
中
「
か
ら
第
四
十
九
項
ま
で
」
を
「
か
ら
第
十
一
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
五
項
と
す
る
。

別
表
第
一
の
一
四
の
項
第
二
欄
中
「
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
に
改
め
、
同
表
中
二
四
の
項
を
二
五
の
項

と
し
、
二
三
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二
四

一
・
四
―
ジ
オ
キ
サ
ン

試
料
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
一
・
四
―
ジ
オ
キ
サ
ン
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

別
表
第
一
の
備
考
中
「
第
一
条
の
二
第
五
十
三
項
」
を
「
第
一
条
の
二
第
十
五
項
」
に
改
め
る
。

（
金
属
等
を
含
む
産
業
廃
棄
物
に
係
る
判
定
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

金
属
等
を
含
む
産
業
廃
棄
物
に
係
る
判
定
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
八
年
総
理
府
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
中
「
及
び
二
三
の
項
」
を
「
、
二
三
の
項
及
び
二
四
の
項
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
二
二
の
項
ま
で

」
の
下
に
「
及
び
二
四
の
項
」
を
加
え
る
。
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第
三
条
第
二
項
中
「
及
び
二
三
の
項
」
を
「
、
二
三
の
項
及
び
二
四
の
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
中
「
第
二
条
の
四

第
五
号
ワ
」
を
「
第
二
条
の
四
第
五
号
チ

」
に
、
「
一
四
の
項
」
を
「
一
〇
の
項
」
に
、
「
別
表
第
五
の
二
四
の
項
」
を

(6)

「
別
表
第
五
の
二
五
の
項
」
に
、
「
別
表
第
六
の
二
四
の
項
」
を
「
別
表
第
六
の
二
五
の
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
二
項
中

「
及
び
二
四
の
項
」
を
「
、
二
四
の
項
及
び
二
五
の
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
一
四
の
項
第
二
欄
中
「
〇
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
に
改
め
、
同
表
中
二
四
の
項
を
二
五

の
項
と
し
、
二
三
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二
四

一
・
四
―
ジ
オ
キ
サ
ン

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
一
・
四
―
ジ
オ
キ
サ
ン
〇
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

別
表
第
一
の
備
考
１
中
「
か
ら
二
三
の
項
ま
で
」
を
「
か
ら
二
四
の
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
２
中
「
二
四
の
項

」
を
「
二
五
の
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
一
四
の
項
第
二
欄
中
「
〇
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

三
三

一
・
四
―
ジ
オ
キ
サ
ン

試
料
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
一
・
四
―
ジ
オ
キ
サ
ン
〇
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

別
表
第
三
の
一
四
の
項
第
二
欄
中
「
〇
・
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
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に
加
え
る
。

三
三

一
・
四
―
ジ
オ
キ
サ
ン

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
一
・
四
―
ジ
オ
キ
サ
ン
〇
・
〇
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

別
表
第
四
の
一
四
の
項
第
二
欄
中
「
〇
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

三
三

一
・
四
―
ジ
オ
キ
サ
ン

試
料
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
一
・
四
―
ジ
オ
キ
サ
ン
〇
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

別
表
第
五
の
一
四
の
項
第
三
欄
中
「
〇
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
に
改
め
、
同
表
の
二
四
の
項
第
二
欄

中
「
別
表
第
三
の
一
三
の
項
」
を
「
別
表
第
三
の
九
の
項
」
に
、
「
別
表
第
五
の
二
四
の
項
」
を
「
別
表
第
五
の
二
五
の
項

」
に
改
め
、
同
項
を
二
五
の
項
と
し
、
二
三
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二
四

燃
え
殻
若
し
く
は
ば
い
じ
ん
（
国
内
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
に
あ

一
・
四
―
ジ
オ

検
液
一
リ
ッ
ト
ル

つ
て
は
、
令
別
表
第
四
の
七
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
施
設
に
お

キ
サ
ン

に
つ
き
一
・
四
―

い
て
生
じ
た
も
の
に
限
る
。
）
又
は
汚
泥
（
国
内
に
お
い
て
生
じ

ジ
オ
キ
サ
ン
〇
・

た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
令
別
表
第
五
の
二
四
の
項
の
中
欄
に
掲
げ

五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以

る
施
設
を
有
す
る
工
場
又
は
事
業
場
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
に
限

下



7

る
。
）

別
表
第
五
の
備
考
１
中
「
か
ら
二
三
の
項
ま
で
」
を
「
か
ら
二
四
の
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
２
中
「
二
四
の
項

」
を
「
二
五
の
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
の
一
四
の
項
第
三
欄
中
「
〇
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
に
改
め
、
同
表
の
二
四
の
項
第
一
欄

中
「
別
表
第
三
の
一
四
の
項
」
を
「
別
表
第
三
の
一
〇
の
項
」
に
、
「
同
表
の
一
三
の
項
又
は
一
四
の
項
」
を
「
同
表
の
九

の
項
又
は
一
〇
の
項
」
に
、
「
別
表
第
五
の
二
四
の
項
」
を
「
別
表
第
五
の
二
五
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
二
五
の
項
と
し

、
二
三
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二
四

燃
え
殻
若
し
く
は
ば
い
じ
ん
（
国
内
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
に
あ

一
・
四
―
ジ
オ

検
液
一
リ
ッ
ト
ル

つ
て
は
、
令
別
表
第
四
の
七
の
項
第
二
欄
に
掲
げ
る
施
設
に
お
い

キ
サ
ン

に
つ
き
一
・
四
―

て
生
じ
た
も
の
に
限
る
。
）
又
は
汚
泥
（
国
内
に
お
い
て
生
じ
た

ジ
オ
キ
サ
ン
〇
・

も
の
に
あ
つ
て
は
、
令
別
表
第
五
の
二
四
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る

五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以

施
設
を
有
す
る
工
場
又
は
事
業
場
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
に
限

下

る
。
）
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
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別
表
第
六
の
備
考
１
中
「
か
ら
二
三
の
項
ま
で
」
を
「
か
ら
二
四
の
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
２
中
「
二
四
の
項

」
を
「
二
五
の
項
」
に
改
め
る
。

（
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
埋
立
場
所
等
に
排
出
し
よ
う
と

す
る
金
属
等
を
含
む
廃
棄
物
に
係
る
判
定
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
埋
立
場
所
等
に
排
出
し
よ

う
と
す
る
金
属
等
を
含
む
廃
棄
物
に
係
る
判
定
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
八
年
総
理
府
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
及
び
別
表
第
二
の
二
四
の
項
中
「
別
表
第
五
の
二
四
の
項
」
を
「
別
表
第
五
の
二
五
の
項
」
に
改
め
る
。

（
一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
及
び
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
に
係
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
及
び
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
に
係
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
五
十

二
年
総
理
府
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

厚
生
省

別
表
第
一
の
一
・
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
項
中
「
〇
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
に
改
め
、
同
表
の

セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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一
・
四
―
ジ
オ
キ
サ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

別
表
第
二
の
一
・
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
項
中
「
〇
・
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
に
改
め
、

同
表
の
シ
ス
―
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
項
中
「
シ
ス
―
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
」
を
「
一
・
二
―
ジ
ク
ロ

ロ
エ
チ
レ
ン
」
に
改
め
、
同
項
中
「
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
」
の
下
に
「
シ
ス
―
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
及
び
ト
ラ
ン

ス
―
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
合
計
量
」
を
加
え
、
同
表
の
セ
レ
ン
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一
・
四
―
ジ
オ
キ
サ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

塩
化
ビ
ニ
ル
モ
ノ
マ
ー

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

（
一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
及
び
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
に
係
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す

る
命
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
及
び
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
に
係
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
命
令
の
一
部
を
改

正
す
る
命
令
（
平
成
十
年
総
理
府
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

厚
生
省

附
則
第
二
条
第
三
項
中
「
一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
及
び
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
に
係
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
五
十
二
年
総
理
府
令
第
一
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
」
を
「
新
令
」
に
改
め
る
。

厚
生
省
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附
則
第
二
条
第
四
項
、
第
七
項
及
び
第
十
二
項
、
第
三
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
四
条
第
二
項
、
第
四
項
及

び
第
六
項
並
び
に
第
五
条
第
三
項
中
「
、
省
令
」
を
「
、
新
令
」
に
、
同
項
中
「
さ
れ
た
省
令
」
を
「
さ
れ
た
新
令
」
に
改

め
、
同
条
第
四
項
、
第
七
項
及
び
第
十
二
項
中
「
、
省
令
」
を
「
、
新
令
」
に
、
「
さ
れ
た
省
令
」
を
「
さ
れ
た
新
令
」
に

改
め
る
。

（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た

放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ

れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
環
境
省
令
第
三
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
の
一
・
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
項
中
「
〇
・
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
に
改
め
、

同
表
の
シ
ス
―
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
項
中
「
シ
ス
―
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
」
を
「
一
・
二
―
ジ
ク
ロ

ロ
エ
チ
レ
ン
」
に
改
め
、
同
項
中
「
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
」
の
下
に
「
シ
ス
―
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
及
び
ト
ラ
ン

ス
―
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
合
計
量
」
を
加
え
、
同
表
の
セ
レ
ン
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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一
・
四
―
ジ
オ
キ
サ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

塩
化
ビ
ニ
ル
モ
ノ
マ
ー

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

別
表
第
四
の
一
・
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
項
中
「
〇
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
に
改
め
、
同
表
の

一
・
一
・
一
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一
・
一
・
二
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
六
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

別
表
第
四
の
セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一
・
四
―
ジ
オ
キ
サ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
の
技
術
上
の
基
準
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
又
は
許
可
の
申
請
を
し
て
い
る
者
の
当
該
許
可
又
は
当
該
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申
請
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
及
び
同
法
第
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
い
る
市
町
村
の
当
該

届
出
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
（
以
下
「
既
存
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
」
と
い
う
。
）
並
び
に
同
法
第
十
五
条

第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
又
は
許
可
の
申
請
を
し
て
い
る
者
の
当
該
許
可
又
は
当
該
申
請
に
係
る
廃
棄
物
の
処
理
及

び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
十
四
号
ハ
に
掲
げ

る
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
（
以
下
「
既
存
管
理
型
最
終
処
分
場
」
と
い
う
。
）
に
係
る
技
術
上
の
基
準
及
び
維
持
管
理

の
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
及
び
産
業
廃
棄
物

の
最
終
処
分
場
に
係
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
の
一
・
四
―
ジ
オ
キ
サ
ン

の
項
中
「
〇
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
と
あ
る
の
は
「
一
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
と
す
る
。

２

平
成
二
十
五
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
既
存
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
及
び
既
存
管
理
型
最
終
処
分
場
に
係

る
廃
止
の
技
術
上
の
基
準
（
新
令
別
表
第
一
の
一
・
四
―
ジ
オ
キ
サ
ン
の
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い

て
は
、
新
令
第
一
条
第
三
項
第
六
号
（
新
令
第
二
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
中
「
そ
れ
ぞ
れ
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
頻
度
で
二
年
（
埋
め
立
て
る
一
般
廃
棄
物
の
性
状
を
著
し
く
変

更
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
変
更
以
後
の
二
年
）
以
上
に
わ
た
り
行
わ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
、
「
保
有
水
等
の
浸
出
が
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公
共
の
水
域
及
び
地
下
水
に
及
ぼ
す
影
響
の
有
無
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
二
回
以
上
の
」
と
す
る
。

３

平
成
二
十
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
既
存
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
及

び
既
存
管
理
型
最
終
処
分
場
に
係
る
廃
止
の
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
新
令
第
一
条
第
三
項
第
六
号
中
「
二
年
」
と
あ

る
の
は
、
「
六
月
」
と
す
る
。

４

平
成
二
十
六
年
六
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
既
存
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
及
び

既
存
管
理
型
最
終
処
分
場
に
係
る
廃
止
の
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
新
令
第
一
条
第
三
項
第
六
号
中
「
二
年
」
と
あ
る

の
は
、
「
一
年
」
と
す
る
。

５

平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
既
存
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
及

び
既
存
管
理
型
最
終
処
分
場
に
係
る
廃
止
の
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
新
令
第
一
条
第
三
項
第
六
号
中
「
二
年
」
と
あ

る
の
は
、
「
一
年
六
月
」
と
す
る
。

（
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
の
廃
止
の
確
認
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

平
成
二
十
五
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
既
存
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
に
つ
い
て
法
第
九
条
第
五
項
（

同
法
第
九
条
の
三
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
廃
止
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
及
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び
既
存
管
理
型
最
終
処
分
場
に
つ
い
て
法
第
十
五
条
の
二
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
九
条
第
五
項
の
規
定
に

よ
る
廃
止
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
当
該
廃
止
の
確
認
の
申
請
（
新
令
別
表
第
一
の
一
・
四
―
ジ
オ
キ
サ
ン
の
項
に

係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
単
に
「
廃
止
の
確
認
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
五
条
の
五
の
二
第
二
項
第
四
号
（
同

令
第
五
条
の
十
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
第
十
二
条
の
十
一
の
二
第
二
項
第
三

号
ロ
中
「
二
年
以
上
に
わ
た
り
行
つ
た
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
回
以
上
の
」
と
す
る
。

２

平
成
二
十
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
既
存
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
及

び
既
存
管
理
型
最
終
処
分
場
に
係
る
廃
止
の
確
認
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
五
条
の
五
の
二
第
二
項
第
四
号
及
び
第
十
二
条
の

十
一
の
二
第
二
項
第
三
号
ロ
中
「
二
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
六
月
」
と
す
る
。

３

平
成
二
十
六
年
六
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
既
存
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
及
び

既
存
管
理
型
最
終
処
分
場
に
係
る
廃
止
の
確
認
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
五
条
の
五
の
二
第
二
項
第
四
号
及
び
第
十
二
条
の
十

一
の
二
第
二
項
第
三
号
ロ
中
「
二
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
年
」
と
す
る
。

４

平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
既
存
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
及

び
既
存
管
理
型
最
終
処
分
場
に
係
る
廃
止
の
確
認
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
五
条
の
五
の
二
第
二
項
第
四
号
及
び
第
十
二
条
の
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十
一
の
二
第
二
項
第
三
号
ロ
中
「
二
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
年
六
月
」
と
す
る
。

（
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
の
基
準
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
一
般
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
を
行
っ
て
い
る
埋
立
処
分
の
場
所
（
既
存
一
般
廃
棄
物
最
終

処
分
場
を
含
む
。
以
下
「
既
存
一
般
廃
棄
物
埋
立
地
」
と
い
う
。
）
及
び
産
業
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
を
行
っ
て
い
る
埋
立
処

分
の
場
所
（
既
存
管
理
型
最
終
処
分
場
を
含
む
。
以
下
「
既
存
産
業
廃
棄
物
埋
立
地
」
と
い
う
。
）
に
係
る
規
則
第
一
条
の

七
の
三
第
三
号
並
び
に
第
一
条
の
七
の
四
第
一
号
ニ
及
び
第
二
号
イ
（
令
第
六
条
第
一
項
第
三
号
ホ
の
規
定
に
よ
り
同
令
第

三
条
第
三
号
ロ
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
放
流
水
及
び
保
有
水
等
の
水
質
に
係

る
最
終
処
分
基
準
省
令
別
表
第
一
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
表
の
一
・
四
―
ジ
オ
キ
サ
ン
の
項
中
「
〇

・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
と
す
る
。

２

平
成
二
十
五
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
既
存
一
般
廃
棄
物
埋
立
地
及
び
既
存
産
業
廃
棄
物
埋
立
地
に
係
る
埋

立
処
分
の
基
準
（
新
令
別
表
第
一
の
一
・
四
―
ジ
オ
キ
サ
ン
の
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
規

則
第
一
条
の
七
の
四
第
一
号
ニ
（
令
第
六
条
第
一
項
第
三
号
ホ
の
規
定
に
よ
り
同
令
第
三
条
第
三
号
ロ
の
規
定
の
例
に
よ
る

こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
中
「
二
年
以
上
に
わ
た
り
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
回
以
上
」
と
す
る
。
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３

平
成
二
十
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
既
存
一
般
廃
棄
物
埋
立
地
及
び
既

存
産
業
廃
棄
物
埋
立
地
に
係
る
埋
立
処
分
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
一
条
の
七
の
四
第
一
号
ニ
中
「
二
年
」
と
あ
る
の

は
、
「
六
月
」
と
す
る
。

４

平
成
二
十
六
年
六
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
既
存
一
般
廃
棄
物
埋
立
地
及
び
既
存

産
業
廃
棄
物
埋
立
地
に
係
る
埋
立
処
分
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
一
条
の
七
の
四
第
一
号
ニ
中
「
二
年
」
と
あ
る
の
は

、
「
一
年
」
と
す
る
。

５

平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
既
存
一
般
廃
棄
物
埋
立
地
及
び
既

存
産
業
廃
棄
物
埋
立
地
に
係
る
埋
立
処
分
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
一
条
の
七
の
四
第
一
号
ニ
中
「
二
年
」
と
あ
る
の

は
、
「
一
年
六
月
」
と
す
る
。

（
余
水
吐
き
か
ら
流
出
す
る
海
水
の
水
質
の
基
準
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第

二
百
一
号
）
第
五
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
十
八
号
に
掲
げ
る
排
出
方
法
に
よ
る
排
出
又
は
同
条
第
二
項
若
し
く
は
第

四
項
に
規
定
す
る
廃
棄
物
の
排
出
を
行
っ
て
い
る
者
が
行
う
排
出
に
係
る
埋
立
場
所
等
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
埋
立
場
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所
等
を
い
う
。
）
に
設
け
ら
れ
て
い
る
余
水
吐
き
か
ら
流
出
す
る
海
水
の
水
質
に
係
る
余
水
吐
き
か
ら
流
出
す
る
海
水
の
水

質
に
つ
い
て
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
五
十
二
年
総
理
府
令
第
三
十
八
号
）
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
排
水
基
準
に

つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
新
令
別
表
第
一
の
一
・
四
―
ジ
オ
キ
サ
ン
の
項
中
「
〇
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
と
あ
る
の
は
、
「
一

〇
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
と
す
る
。

（
特
定
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
の
場
所
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
特
定
廃
棄
物
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖

地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置

法
第
二
十
条
に
規
定
す
る
特
定
廃
棄
物
を
い
う
。
）
の
埋
立
処
分
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改

正
後
の
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ

れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
別
表
第
四
の
一
・
四
―
ジ
オ
キ
サ
ン
の

項
中
「
〇
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
と
す
る
。

（
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
環
境
省
令
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第
二
十
三
号
）
第
三
条
第
二
項
中
「
第
一
条
の
二
第
五
十
三
項
」
を
「
第
一
条
の
二
第
十
五
項
」
に
改
め
る
。

（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
環
境
省
令
第
二
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
条
第
一
項
中
「
一
四
の
項
」
を
「
一
〇
の
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
一
三
の
項
」
を
「
九
の
項
」
に
、

「
四
九
の
項
」
を
「
四
七
の
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
条
第
一
項
中
「
一
四
の
項
」
を
「
一
〇
の
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
一
三
の
項
」
を
「
九
の
項
」
に
、

「
四
九
の
項
」
を
「
四
七
の
項
」
に
改
め
る
。

（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
環
境
省
令
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。
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附
則
第
四
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
条

削
除

附
則
第
四
条
第
二
項
中
「
四
九
の
項
」
を
「
四
七
の
項
」
に
改
め
、
「
行
う
限
り
、
」
の
下
に
「
第
一
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
」
を
加
え
る
。

附
則
第
五
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
条

削
除

附
則
第
五
条
第
二
項
中
「
四
九
の
項
」
を
「
四
七
の
項
」
に
、
「
判
定
基
準
省
令
」
を
「
金
属
等
を
含
む
産
業
廃
棄
物
に

係
る
判
定
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
八
年
総
理
府
令
第
五
号
）
」
に
改
め
る
。


